
2006 年 12 月 15 日 
特別区長会会長 
  西野 善雄 様 

東京清掃労働組合      
中央執行委員長 西川 卓吾 

 

要   請 

 

私どもの要請のために貴重な時間をいただき誠にありが

とうございます。 

さて、都労委の要望書に関わりましては、8 月 7 日、11

月 14 日とすでに二度ほど要請させていただきました。 

今回は、10 月に清掃部長会を窓口とする協議・調整の場

を設置していただきまして現在の状況を報告するとともに、

必要な緊急を要する対応についてお願いしたいと思います。 

 

私どもは、これまで清掃部長会正副会長と協議・調整を行

ってきました。私どもとしては、協議・調整の場が設置され

たことを歓迎しています。昨年の年末以来これまで、全く話

し合う場すらなかったことからすれば大きな前進であると

受け止めています。 

10 月 23 日に予備的な話し合いを行い、11 月 2 日に正式の

協議・調整の場が設置されました。以降の詳細については、

「別紙 1」の通りです。残念ながら協議、調整の場において

双方がまとまる状態には至っておりません。11 月 16 日の協

議、調整の場を最後に、残念ながら今日までまったく協議、

調整の場は開かれていないのが実態です。 

11月14日の区長会総会での要請の際には、皆さんからは、
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「現在、清掃部長会との間で、協議が進められているところ

でございます。協議が円滑に進められ、進展することを期待

しております。私どもといたしましては、懸案となっている

諸課題につきまして、皆さんと誠意をもって真摯に協議を進

め、適切に解決を図ってまいりたいと考えております」との

コメントをいただきました。 

また、11 月 22 日の都労委調査の場におきましては、「組

合側から具体的な協議の必要性のある事項を提示されたら、

清掃部長会との『協議･調整の場』で協議に応じる」との考

え方が、皆さんから示されましたが、そのようなことにはな

っておりません。 

 

再三にわたり申し上げてまいりましたように、私どもは統

一交渉の 11 項目にはこだわってはおりません。しかし、必

要な項目は統一交渉として残すべきであると考えておりま

す。具体的には、「別紙２」にお示しする通りです。 

清掃事業につきましては各区、清掃一組が共同して行って

いる事実から連絡、調整が必要となっていますし、労働条件

に関することは統一交渉をするべきです。可燃ごみや不燃ご

みの搬入に関しては統一的な対応が必要不可欠となってい

ます。このことは、清掃工場のみならず中継所についても同

様な状況であります。 

年末年始作業を控えた現在、臨時車や予備車の配車につい

てもまったく同様に連絡、調整が必要となっています。この

ことは、清掃工場がある区も清掃工場がない区も区民に同じ

サービスを提供しなくてはならないことや清掃工場自体が

23 区部の周辺に偏在し、その規模もマチマチとなっている

ことからも当然のことであります。そして清掃工場や中継所
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には一定期間操業を停止してオーバーホールや中間点検を

行わなければなりません。これらは年間を通して偏りがない

ように調整されています。平常の計画とは別に連絡、調整が

年間を通して行われています。円滑な事業運営を図るために

は統一した対応がベターとなっています。 

さらに統一的に対応することによって 23 区総体として財

政的にも効率的に運営できるものです。上記の搬入計画や配

車計画は、23 区全体として最も効率的に行われるように調

整されています。各区それぞれに対応することになればバラ

バラとなり非効率になってしまいます。 

清掃車両に関わる架装基準にも同様なことが言えます。車

両架装基準は、清掃労働者の生命にも関わりかねない車両の

安全性に関わる項目です。同一車両を複数区で使用する雇上

車両の場合には共通基準が必要です。事故の危険も孕むため

に車両架装の使い勝手や不具合に関しては共通基準で対応

することが不可欠です。労働安全衛生法を遵守しなければな

らないことからも統一交渉を行うべきです。また、車付人員

につきましても労働安全上、架装基準と密接に関連している

ものです。 

また、今後の課題にはなりますが、廃プラスチックのサー

マルリサイクルに関わっては、可燃ごみと不燃ごみの比率が

相当程度変わることが想定されます。中継所のあり方を含め

てこれらについても労使の間で一定の共通した認識が必要

であります。 

 

今年度の年末年始作業への対応は、各区、清掃一組の協力

もあり、「別表」のとおりなんとか区民に迷惑を掛けずに対

応することが出来る見通しとなりました。 
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年末年始作業計画は、例年ならば 10 月初旬に皆さんから

提案されておりますが、今年度は 3 月 28 日に統一交渉で皆

さんから提案されました。12 月 4 日以降、各区、清掃一組

に対し、提案を受け入れる回答をし、引き続き、区ごとに作

業計画策定交渉を誠意をもって行ってまいります。 

年間作業日に関しては、全区において土曜日を勤務日とす

ることはもちろんのこと、休日・繁華街作業として該当する

区においては日曜日も勤務しております。清掃一組の清掃工

場においては、365 日、夜間も勤務しています。また、2000

年 4 月の移管以降、今年度も祝日のすべてを全区において勤

務することとしております。この項目についても同様な対応

が必要であると考えています。 

また来年度の予算査定作業が進められておりますが、作業

計画についてももはや時間的にギリギリのところに来てい

ます。私どもは円滑な事業運営を図るべきであると考えてお

りますので、作業計画策定についても、「現状を打開するこ

とが労使双方の責務と判断」して対応いたします。 

 

事業を円滑に進めるために一定の統一交渉を行うとの判

断、決断を皆さんには是非ともお願いしたいと望んでいます。

統一交渉では必要最小限の共通基準を決め、各区において作

業実施計画を決めるものです。なお、「別紙２」の各項目に

つきましては、皆さんと十分に協議する所存です。みなさん

の決断、判断がされれば、都労委への申立については取り下

げることといたします。 

時期的には最終の段階となっていますが、是非ともよろし

くお願いいたします。 

以 上 
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協議・調整等に関わる経過 
日  時 会議等の種類 具体的内容 
7 月 26 日 都労委要望書 6 月 30 日付「実効確保措置

申立」への対応として要望書が

出された。 
8 月 7 日 区長会総会要

請 
都労委要望書に対する要請

を行った。 
10月 17日 都労委調査期

日 
都労委要望書について検討

中との説明がされた。 
10月 23日 予備的協議・調

整 

協議・調整の体制についての

事前の話し合いを行った。 
10月 30日 清掃部長会 協議・調整の体制を確認した

との報告を後日（11/2）受けた。

11 月 2 日 協議・調整 第 1 回の正式の会議。清掃労

組から 2 点を申入れた。 
11 月 9 日 協議・調整 第1回の申入れに対する状況

の説明を受けた。 
11月 14日 区長会総会 協議促進及び緊急課題につ

いて要請を行った。 
11月 16日 協議・調整 交渉の場ではないとして具

体的協議は出来ないとの説明

を受けた。 
また、区長会には報告したが

区長会では議論は全くされて

いないことから、今後は報告す

ることも求められていないと

の説明がされた。 

別 紙 １ 
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日  時 会議等の種類 具体的内容 
11月 22日 都労委調査 具体的な課題については協

議すると表明がされた。 

11月 28日 

清掃部長会会

長への年末年

始作業提案へ

の回答等の対

応に関わる申

入れ 

統一交渉で提案された年末

年始作業に関わり、具体的な対

応を要請したが、受け入れても

らえず。 
申入書を清掃部長会会長が

23 区には渡すことにはなった

が、調整等は一切行えないとの

説明であった。 

12 月４日

～11 日 

各区等への年

末年始提案へ

の回答交渉 

上記のように、具体的な対応

を断られたために各区、清掃一

組との交渉を実施した。12 月

11 日の世田谷区で終了した。 

12月 12日 
清掃部長会会

長への申入れ 

協議・調整が行われていない

ことから、本日の要請と同様な

趣旨の申入れを行った。 

12月 18日

以降 

各区との 19 年

度作業計画の

交渉を設定 

年末年始作業と同様な体制

で各区との 19 年度作業計画の

交渉を行う予定である。 
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別 紙 ２ 

統一交渉として必要と考える項目 
 

以下の項目については、労働条件に関わるとともに事業を

円滑に安定的に進めるうえで最少限必要な項目として考え

ています。従って、以下の項目について協議・調整の課題と

していただきたい。 
 
1. 年間作業日 
 
 
2. 清掃車両の架装基準及び車付人員 
 
 
3. サーマルリサイクルの実施に関わる各項目 

 
1)  積載基準、積載率 

 
 

2)  週休代替、予備人員 
 
 

3)  中継所に関わる諸項目 
 
 
4. その他の項目として、連絡・調整や情報提供を必要とす

るものが別途あります 
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東京清掃労働組合　　　2006.1211現在

千代田 12月4日 金井千代田清掃事務所長 区政会館 確定。

中 央 12月4日 景山環境部清掃リサイクル課長 区政会館 確定。

港 12月7日 石橋産業・地域振興支援部清掃リサイクル課長 清掃会館 確定。

新 宿 12月4日 篠原資源清掃対策室リサイクル清掃課長 区政会館 確定。

北 12月4日 上山北区清掃事務所長 区政会館 基本的に了解。持ち帰り、上司に確認。12月6日確定。

台 東 12月4日 生沼環境清掃部清掃リサイクル課長 区政会館 基本的に了解。持ち帰り、上司に確認。12月6日確定。

文 京 12月4日 松井資源環境部リサイクル清掃課長 区政会館 基本的に了解。持ち帰り、上司に確認。12月6日確定。

荒 川 12月4日 正木環境清掃部清掃リサイクル課長 区政会館 確定。

品 川 12月5日 島袋品川区清掃事務所長 清掃会館 確定。

目 黒 12月5日 古庄環境清掃部ごみ減量課長 清掃会館 確定。

大 田 12月6日 山田清掃部長 大田区役所 確定。

渋 谷 12月4日 星野清掃リサイクル部副参事 区政会館 確定。

世田谷 12月11日 福田清掃リサイクル部管理課長 清掃会館 議事録加筆で確定。

中 野 12月4日 服部区民生活部ごみ減量・清掃事業担当参事 区政会館 確定。

豊 島 12月4日 佐藤清掃環境部計画管理課長 区政会館 基本的に了解。持ち帰り、上司に確認。12月5日議事録加筆で確定。

練 馬 12月4日 大羽環境清掃部清掃リサイクル課長 区政会館 確定。

杉 並 12月7日 遠藤環境清掃部長 杉並区役所 確定。

板 橋 12月4日 片岡資源環境部清掃リサイクル課長 区政会館 確定。

足 立 12月5日 高塚環境部計画課長 清掃会館 議事録加筆で確定。

葛 飾 12月5日 入山環境部リサイクル清掃課長 清掃会館 確定。

江戸川 12月4日 深津環境防災部清掃計画課長 区政会館 確定。

江 東 12月5日 今関江東区清掃事務所長 清掃会館 確定。

墨 田 12月5日 鈴木地域振興部環境担当リサイクル清掃課長 清掃会館 議事録加筆で確定。

一 組 12月4日 小林施設管理部管理課長 区政会館 確定。

備 考
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